
の特例」の適用を受けるた の添付書 を する に 用してください（ 10 は、 の

分 取得等 の た の の の 類 等用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相

の 号に対 しています。）。
な 、この添付書 は、 用の の 等 した を対 としています。

の 要 類

11

の

住宅用の家屋の 等 の の しなど 等 の （その敷地の用
に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。） 類

・

15 等の
し

(注)1 築等をした住宅用の家屋で、 記事 証明書

によって 積 明ら でないときには、それを明

ら にする書 も です。

2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築等のた の金

銭により、その 築等をした住宅用の家屋の敷地

の用に供されることとなる土地等を取得したときに

は、その土地等に関する 記事 証明書も せて 出

してください。

15 等の

等 の の しなどでそ
の家屋 住宅用の家屋に 当すること及び 積を
明ら にする書

等 た の
用の の

類（ 事の 定 の記載 あるものに
ります。）

等 した
記の 類
類

15 等の
し

に るい れ の書
a の し

b の し
c 等

(注) 築等に係る 事 、住宅用の家屋について

う 、 又は の 入を する に

係る 又は である場合には、住宅 保

保険 引受けを った 事

保 保険 されていることを証する書

も せて 出してください。

15 等の

等 した
記の 類
類

15 等の
し

等 の の しなどで
その 築等をした年 びにその 築等に
係る 事に した 用の額及びその明細を明ら
にするもの

15 等の

等 した
記の 類
類

10

15 し の し
用の の 等 の用 の用

記載した 類
等 した 用の の用 類

用の の 等

の の

類

・

の の などで、 の内容を証する書

受贈者の 名、生年

受贈者 贈与者の 定相 又は であること

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書

の しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出を

することにより、 記事 証明書の原 の添付を

すること できます。

用の 記

の の

（注）

の 要等主な

　この の適用 などについては、33 の 又は
に 載されている「贈与 の 告のし た 特例のあらまし等（贈与

の配偶者 除の特例） 」を ください。

の 要

取得等 の   

記 の

用の の種類 等
記 の

7 1 31 1,500 1,000

8
31

1, 00 700

1,000 500

用の の種類
等

記 の

31
31

3,000 ,500

1,500 1,000

(注)1 受贈者 との 額は、 築等をする住宅用の家屋の種 とに、受贈者 にこの特例
の適用を受けようとする住宅用の家屋の 築等に係る の に た金額となります。
な 、 にこの特例の適用を受けて贈与 となった金額 ある場合には、その金額を 除

した 額 額となります。ただし、上記 の に ける 額は、 31 年 31
までに住宅用の家屋の 築等に係る を し、 にこの特例の適用を受けて贈与 と

なった金額 ある場合でも、その金額を 除する はありません。
また、 31 年 に住宅用の家屋の 築等に係る を してこの特例の適用を受け

る場合に いて、上記 及び の の 額のい れも適用できるときは、これらの金額のう
い れ い金額となります。

用の の 等

の

用の の 等

の

1 31

1 31

の 要

　 2 年 ら 年 12 31 までの に、 や など らの贈
与により、自 の居住の用に供する住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築等（ 「 築
等」といいます。）の対価に てるた の金銭（ 「住宅取得等資金」といいます。）を取得し
た場合に いて、 定の を たすときは、 の 又は の の 額までの金額につ
いて、贈与 となります。

　 期 2 年 上である配偶者 ら、 居住用 動産（信託財産 居住用 動産である場
合の信託に関する 定の権利を含みます。）の贈与を受けた場合又は 金銭の贈与を受けその金銭
で居住用 動産を取得した場合（贈与を受けた金銭を信託し、その信託の受託者 信託財産とし
て居住用 動産を取得した場合の信託に関する 定の権利を含みます。）で、 及び の場合とも
それ れの贈与を受けた年の 年 1 までにその居住用 動産を受贈者の居住の用に供し、

つ、その 引き き居住の用に供する みであるときは、 除額（11 ）の に、
贈与された居住用 動産の価額と贈与を受けた金銭のう 居住用 動産の取得に てた の金
額との合計額 ら 2 （その合計額 2 に たないときにはその合計額）を 除す
ること できます。
　な 、この特例は、贈与 の 告書等に、この特例の適用により 除を受ける金額（配偶者
除額）その他 な事 を記載するとともに、33 の に る添付書 を 出した場合に

り、その適用を受けること できます。
1 「居住用 動産」とは、 ら居住の用に供する土地 しくは土地の上に存する権利又は家屋で 内にあ
るものをいいます。

2　 住宅などのように居住の用とそれ の用に供されている 動産である場合は、居住の用に供
している のみについて配偶者 除の特例 適用されます。

用の の 等 等の 等の

の
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得 の要

等 （注 ）

等住宅とは、 等 （ 等 等 しくは 等 上であるこ
と、 等 （構造

く

の 等 ） 上 しくは 建築物であること又は 齢者等配 対 等
（ 用 ） 上であることをいいます。）に適合する住宅用の家屋であることにつき、 のい れ の証明
書などを贈与 の 告書に添付することにより証明 されたものをいいます。

の種類（注 ） の

築をした住宅用の家屋
建築 用されたことのない住宅用の家屋
建築 用されたことのある住宅用の家屋（注 ）

築等をした住宅用の家屋（注 ）の し

の の 類

築をした住宅用の家屋
建築 用されたことのない住宅用の家屋

等 の の し

用 の し

の の 類

等 の の し

用 の し

（注）1 27 年 ら 28 年 31 までの に住宅 証明書などの あった場合には、 等
等 又は 等 上相当である住宅用の家屋も対 となります。

2 用 た の 用の の は、その取得の 年 内又は取得の に、その証明の
た の家屋の したもの又は 価されたものに ります。

3 用の の 等 した に、 等 に適合させるた の 事であることについての証明 され
た「 築等 事証明書」を、「住宅 証明書」又は「建 住宅 価書の し」に えること できます。

4 上記の証明書などの については、 土 通 に ください。

「住宅取得等資金の 」の適用を受ける の 年 の 得 に係る合計 得金額（ 参 ） 、
2 （ 築等をする住宅用の家屋の 積 上 の場合は、1 ）である場合には、
この特例の適用はありませんので 注 ください。
「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合には、 築又は取得をした住宅用の家屋（ 築等の場合は、

築等をした の住宅用の家屋）の 記 上の 積（ などの 有建物の場合はその 有
の 積） 上2 で、 つ、その家屋の 積の の 上に相当する 受贈者の居住の用
に供されるものであること です。

　この特例は、 の の （ 参 ）に贈与 の 告書及び 定の添
付書 を 出した場合に り、その適用を受けること できます。

取得等 の た の の

1 年 ら 年 12 31 までの に、 又は らの贈与により、

自 の居住の用に供する住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築等の対価に てるた の

金銭を取得した場合で、 定の を たすときには、贈与者 その贈与の年の に い

て 60 であっても相 を すること できます。

又は の 60

住 等のた

の の を

た場合

記 の の

を た場合

の 要

2 の売 で、建築 用されたことのある住宅用の家屋（ 住宅）を取得する場合には、原
として 等 りませんので上記 の には 当しません。

3 の の 用 た 、 2 3 取得等 取得
、 用の の 等 し 要

　住宅取得等資金の の適用 の 額には、 年 にあっては 除（11 ）を適用
すること でき、また、相 （ 参 ）にあっては特別 除（2 ）を適
用すること できます。この相 の適用は、原 として、 や らの贈与に

られます。
　な 、この特例は、原 として、 の の （ 参 ）に贈与 の
告書及び 定の添付書 を 出した場合に り、その適用を受けること できます。

取得等 の

の 要

（注） 定の 及び 定の 額については、 に 載されている「 年

に係る住宅取得等資金の の 」又は「 年 に係る住宅取得等資

金の の 」を ください。

得 の 等 等 用

「住宅取得等資金の 」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」（ 、こ

の欄に いてこれらを「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。）の適用を受ける 、 得 の（特定 築

等）住宅借入金等特別 除の適用を受ける場合に いて、 の の金額 の金額を えるときには、その える

に相当する金額については、（特定 築等）住宅借入金等特別 除の適用はありませんので 注 ください。

住宅借入金等の年 の合計額
住宅用の家屋の 築、取得 しくは 築等（ 「住宅の取得等」といいます。）又は住宅用家屋の 齢者等居住 事

等を含 築等、（特定） 事等を含 築等 しくは特定 居 事等を含 築等（ 「住宅の
築等」といいます。）の対価の額又は 用の額（注 ） ら、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた の金額を差し引いた額（注 ）

（注）1 の住宅借入金等のう にその住宅用の家屋の敷地の用に供されている 定の土地等の取得に係るもの ある場合には、
その土地の対価を含みます。

2 住宅の取得等又は住宅の 築等に関し 金等の 付を受ける場合には、その 金等の額も差し引きます。

用要 た た の 等

「住宅取得等資金の 」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」の適用を受

けて 年 の贈与 の 告をした で、 の ら のい れ に 当する 、 12 31 その

住宅用の家屋に居住していない場合には、これらの特例の適用を受けることはできませんので、 年 28

（ ）まで（ 記の に関する 上の の適用 ある場合には、 年 29 （木）まで）に、 年

の贈与 について 告書の 出及びその 告書の 出により 付することとなる 額の 付をしなけれ

ばなりません。

な 、 年 の贈与 の 告で、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」の適用

を受けていた の場合には、相 出書の 出はな ったものとみなされます。

の

ー ー a.g では、 本大 により被害を た方の申告・ 等に
する パンフ ト、 手 に する 等を 載しています。この か、 本大 で被 された

の 度 等については、 ー ー . . をご ください。

　 により （通常の によっては原 な を含みます。）をし

た住宅に居住していた （居住しようとしていた を含みます。） 、

の に や など ら住宅取得等資金（ 1 参 ）の贈

与を受けた場合又は 定 等 れた に いてその 定 等の対

内に する住宅に居住していた （居住しようとしていた を含みます。） 、 の

区 等 た の 区 等 た

の に や など ら住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、 定の を

たすときは、 定の 額までの金額について、贈与 となります。

「住宅取得等資金の 」及び「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相

の特例」の適用 など、 しくは、 に 載さ

れている 記の資料を ください。

　 年 1 までに住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築等をした 居住していない
　 年 1 までに住宅用の家屋の 築に係る 事 （その 事の 屋 （その骨 みを含みま
す。）を有し、土地に定 した建造物として られる の まで 事 しているものに ります。）
していない
　 年 1 までに 築等に係る 事 （ 築又は 築 の屋 （その骨 みを含みます。）を有
し、 存の家屋と となって土地に定 した建造物として られる の まで 事 しているも
のに ります。）していない

の
　 に するや を得ない事 により、 年12 31 までにその住宅用の家屋に居住できな った場
合には、上記の 年12 31 の期 は、 年12 31 まで されます。
取得 の
　 に するや を得ない事 により、取得期 及び居住期 を 年 し、「住宅取得等資金の 」
又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」の適用を受けて 年 の贈与
の 告をした場合には、上記の 年12 31 の期 は、 年12 31 まで されます。

取得等 の 、 取得等 の た の の
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与 の 」等のあらまし（ 年 ）
　住宅取得等資金の贈与 の特例に係る （ 年 用）
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得 の要

等 （注 ）

等住宅とは、 等 （ 等 等 しくは 等 上であるこ
と、 等 （構造

く

の 等 ） 上 しくは 建築物であること又は 齢者等配 対 等
（ 用 ） 上であることをいいます。）に適合する住宅用の家屋であることにつき、 のい れ の証明
書などを贈与 の 告書に添付することにより証明 されたものをいいます。

の種類（注 ） の

築をした住宅用の家屋
建築 用されたことのない住宅用の家屋
建築 用されたことのある住宅用の家屋（注 ）

築等をした住宅用の家屋（注 ）の し

の の 類

築をした住宅用の家屋
建築 用されたことのない住宅用の家屋

等 の の し

用 の し

の の 類

等 の の し

用 の し

（注）1 27 年 ら 28 年 31 までの に住宅 証明書などの あった場合には、 等
等 又は 等 上相当である住宅用の家屋も対 となります。

2 用 た の 用の の は、その取得の 年 内又は取得の に、その証明の
た の家屋の したもの又は 価されたものに ります。

3 用の の 等 した に、 等 に適合させるた の 事であることについての証明 され
た「 築等 事証明書」を、「住宅 証明書」又は「建 住宅 価書の し」に えること できます。

4 上記の証明書などの については、 土 通 に ください。

「住宅取得等資金の 」の適用を受ける の 年 の 得 に係る合計 得金額（ 参 ） 、
2 （ 築等をする住宅用の家屋の 積 上 の場合は、1 ）である場合には、
この特例の適用はありませんので 注 ください。
「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合には、 築又は取得をした住宅用の家屋（ 築等の場合は、

築等をした の住宅用の家屋）の 記 上の 積（ などの 有建物の場合はその 有
の 積） 上2 で、 つ、その家屋の 積の の 上に相当する 受贈者の居住の用
に供されるものであること です。

　この特例は、 の の （ 参 ）に贈与 の 告書及び 定の添
付書 を 出した場合に り、その適用を受けること できます。

取得等 の た の の

1 年 ら 年 12 31 までの に、 又は らの贈与により、

自 の居住の用に供する住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築等の対価に てるた の

金銭を取得した場合で、 定の を たすときには、贈与者 その贈与の年の に い

て 60 であっても相 を すること できます。

又は の 60

住 等のた

の の を

た場合

記 の の

を た場合

の 要

2 の売 で、建築 用されたことのある住宅用の家屋（ 住宅）を取得する場合には、原
として 等 りませんので上記 の には 当しません。

3 の の 用 た 、 2 3 取得等 取得
、 用の の 等 し 要

　住宅取得等資金の の適用 の 額には、 年 にあっては 除（11 ）を適用
すること でき、また、相 （ 参 ）にあっては特別 除（2 ）を適
用すること できます。この相 の適用は、原 として、 や らの贈与に

られます。
　な 、この特例は、原 として、 の の （ 参 ）に贈与 の
告書及び 定の添付書 を 出した場合に り、その適用を受けること できます。

取得等 の

の 要

（注） 定の 及び 定の 額については、 に 載されている「 年

に係る住宅取得等資金の の 」又は「 年 に係る住宅取得等資

金の の 」を ください。

得 の 等 等 用

「住宅取得等資金の 」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」（ 、こ

の欄に いてこれらを「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。）の適用を受ける 、 得 の（特定 築

等）住宅借入金等特別 除の適用を受ける場合に いて、 の の金額 の金額を えるときには、その える

に相当する金額については、（特定 築等）住宅借入金等特別 除の適用はありませんので 注 ください。

住宅借入金等の年 の合計額
住宅用の家屋の 築、取得 しくは 築等（ 「住宅の取得等」といいます。）又は住宅用家屋の 齢者等居住 事

等を含 築等、（特定） 事等を含 築等 しくは特定 居 事等を含 築等（ 「住宅の
築等」といいます。）の対価の額又は 用の額（注 ） ら、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた の金額を差し引いた額（注 ）

（注）1 の住宅借入金等のう にその住宅用の家屋の敷地の用に供されている 定の土地等の取得に係るもの ある場合には、
その土地の対価を含みます。

2 住宅の取得等又は住宅の 築等に関し 金等の 付を受ける場合には、その 金等の額も差し引きます。

用要 た た の 等

「住宅取得等資金の 」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」の適用を受

けて 年 の贈与 の 告をした で、 の ら のい れ に 当する 、 12 31 その

住宅用の家屋に居住していない場合には、これらの特例の適用を受けることはできませんので、 年 28

（ ）まで（ 記の に関する 上の の適用 ある場合には、 年 29 （木）まで）に、 年

の贈与 について 告書の 出及びその 告書の 出により 付することとなる 額の 付をしなけれ

ばなりません。

な 、 年 の贈与 の 告で、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」の適用

を受けていた の場合には、相 出書の 出はな ったものとみなされます。

の

ー ー a.g では、 本大 により被害を た方の申告・ 等に
する パンフ ト、 手 に する 等を 載しています。この か、 本大 で被 された

の 度 等については、 ー ー . . をご ください。

　 により （通常の によっては原 な を含みます。）をし

た住宅に居住していた （居住しようとしていた を含みます。） 、

の に や など ら住宅取得等資金（ 1 参 ）の贈

与を受けた場合又は 定 等 れた に いてその 定 等の対

内に する住宅に居住していた （居住しようとしていた を含みます。） 、 の

区 等 た の 区 等 た

の に や など ら住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、 定の を

たすときは、 定の 額までの金額について、贈与 となります。

「住宅取得等資金の 」及び「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相

の特例」の適用 など、 しくは、 に 載さ

れている 記の資料を ください。

　 年 1 までに住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築等をした 居住していない
　 年 1 までに住宅用の家屋の 築に係る 事 （その 事の 屋 （その骨 みを含みま
す。）を有し、土地に定 した建造物として られる の まで 事 しているものに ります。）
していない
　 年 1 までに 築等に係る 事 （ 築又は 築 の屋 （その骨 みを含みます。）を有
し、 存の家屋と となって土地に定 した建造物として られる の まで 事 しているも
のに ります。）していない

の
　 に するや を得ない事 により、 年12 31 までにその住宅用の家屋に居住できな った場
合には、上記の 年12 31 の期 は、 年12 31 まで されます。
取得 の
　 に するや を得ない事 により、取得期 及び居住期 を 年 し、「住宅取得等資金の 」
又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」の適用を受けて 年 の贈与
の 告をした場合には、上記の 年12 31 の期 は、 年12 31 まで されます。

取得等 の 、 取得等 の た の の
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与 の 」等のあらまし（ 年 ）
　住宅取得等資金の贈与 の特例に係る （ 年 用）
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の た の の の

の 要

しくは、 に 載している「 など ら

資金の 贈与を受けた場合の贈与 の のあらまし」を ください。

を ください。

　 2 年 ら 年 31 までの に、 （3 の 定の方に ります。

この に いて「受贈者」といいます。） 、 資金に てるた 、金 機関等との 定の に

き、受贈者の （ や など。 この に いて「贈与者」といいます。） ら 信託受

益権を付与された場合、 書 による贈与により取得した金銭を 等に預入をした場合又は 書

による贈与により取得した金銭等で証券 社等で有価証券を 入した場合には、これらの信託受益

権、金銭又は金銭等の価額のう 1 までの金額に相当する の価額については、金 機関

等の営業 等を して 資金 告書を 出することにより贈与 となります。

　な 、 期 に贈与者 した場合には、原 として、その に ける 出額

ら 資金支出額（注 ）（ 等 の者に支 れる金銭については、 を とします。

この に いて です。）を 除した 額のう 、 定の計 をした金額（ この に いて「

額」といいます。）を、贈与者 ら相 等により取得したこととされます。

　また、受贈者 3 （注 ）に することなどにより、 資金 座に係る した場合には、

出額 ら 資金支出額を 除（ 額 ある場合には、 額も 除します。）した

額 あるときは、その 額はその に贈与 あったこととされます。

　 とは、金 機関等の営業 等に いて、 資金の支 の事 を証する書 等（ 書等）

により 資金の支 の事 され、 つ、記 された金額の合計額をいいます。

　3 に いて、現に 等に している場合等には、 で まで されます。

な 、 及び 等の については、

の の の の

　 2 年 ら 年 31 までの に、 （2 上 の 定の方に り

ます。 この に いて「受贈者」といいます。） 、 ・ て資金に てるた 、金 機

関等との 定の に き、受贈者の （ や など。 この に いて「贈与

者」といいます。） ら 信託受益権を付与された場合、 書 による贈与により取得した金銭を

等に預入をした場合又は 書 による贈与により取得した金銭等で証券 社等で有価証券を

入した場合には、これらの信託受益権、金銭又は金銭等の価額のう 1 までの金額に相当す

る の価額については、金 機関等の営業 等を して ・ て資金 告書を 出

することにより贈与 となります。

　な 、 期 に贈与者 した場合には、その に ける 出額 ら ・

て資金支出額（注）（ に して支 う金銭については、3 を とします。 この に

いて です。）を 除した 額（ この に いて「 額」といいます。）を、贈与者

ら相 等により取得したこととされます。

　また、受贈者 に することなどにより、 ・ て資金 座に係る した場合

には、 出額 ら ・ て資金支出額を 除（ 額 ある場合には、 額も

除します。）した 額 あるときは、その 額はその に贈与 あったこととされます。

しくは、 している

与を受けた場合の贈与 まし」を ください。

(注）

ください。

な 、 ・ の については、内 を

（ ） 書 書

（注） ・ とは、金 機関等の営業 等に いて、 ・ て資金の支 の事 を証する書

（ 書等）により ・ て資金の支 の事 され、 つ、記 された金額の合計額をいいます。

等 の の

（

）

20

付（ ）

（ ） 20

付

この特例の適用を受けた農地等（ 「特例農地等」といいます。）は、贈与者の の 、受贈

者 贈与者 ら相 又は 贈により取得したものとみなされて相 の の対 とされ、その

に農地等 額は 除されます。

また、受贈者 贈与者よりも に した場合には、受贈者の の に農地等 額は

除されます。

贈与者又は受贈者の の に、この特例農地等について 定の事 生 た場合には、その

農地等 額の 又は の られ、その 額と利 を 付しなけれ

ばなりません

　農業の 者 贈与を受けた 定の農地等の価額に対 する贈与 額は、 定の の に、

その農地等の贈与者の の まで されます（ される贈与 額を「農地等

額」といいます。）。

　な 、この特例の適用を受けるた には、贈与 の 告書に 定の書 を添付して、 の

の の するとともに、農地等 額及び利 の額に

合う する あります。また、 保は しも特例農地等でなくても差し支えあり

ません 、その場合の 保については、 の を参 してください。

 この の適用 など、 しくは、 に 載

されている 記の資料を いただく 、 に ください。

の 要

等 の の
　贈与 の 告のし た

　・ 告書の作 例等（農地等についての 及び 除の特例（ 年 ）を適用する場合）
　・特例のあらまし等（農地等についての 及び 除の特例）
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の た の の の

の 要

しくは、 に 載している「 など ら

資金の 贈与を受けた場合の贈与 の のあらまし」を ください。

を ください。

　 2 年 ら 年 31 までの に、 （3 の 定の方に ります。

この に いて「受贈者」といいます。） 、 資金に てるた 、金 機関等との 定の に

き、受贈者の （ や など。 この に いて「贈与者」といいます。） ら 信託受

益権を付与された場合、 書 による贈与により取得した金銭を 等に預入をした場合又は 書

による贈与により取得した金銭等で証券 社等で有価証券を 入した場合には、これらの信託受益

権、金銭又は金銭等の価額のう 1 までの金額に相当する の価額については、金 機関

等の営業 等を して 資金 告書を 出することにより贈与 となります。

　な 、 期 に贈与者 した場合には、原 として、その に ける 出額

ら 資金支出額（注 ）（ 等 の者に支 れる金銭については、 を とします。

この に いて です。）を 除した 額のう 、 定の計 をした金額（ この に いて「

額」といいます。）を、贈与者 ら相 等により取得したこととされます。

　また、受贈者 3 （注 ）に することなどにより、 資金 座に係る した場合には、

出額 ら 資金支出額を 除（ 額 ある場合には、 額も 除します。）した

額 あるときは、その 額はその に贈与 あったこととされます。

　 とは、金 機関等の営業 等に いて、 資金の支 の事 を証する書 等（ 書等）

により 資金の支 の事 され、 つ、記 された金額の合計額をいいます。

　3 に いて、現に 等に している場合等には、 で まで されます。

な 、 及び 等の については、

の の の の

　 2 年 ら 年 31 までの に、 （2 上 の 定の方に り

ます。 この に いて「受贈者」といいます。） 、 ・ て資金に てるた 、金 機

関等との 定の に き、受贈者の （ や など。 この に いて「贈与

者」といいます。） ら 信託受益権を付与された場合、 書 による贈与により取得した金銭を

等に預入をした場合又は 書 による贈与により取得した金銭等で証券 社等で有価証券を

入した場合には、これらの信託受益権、金銭又は金銭等の価額のう 1 までの金額に相当す

る の価額については、金 機関等の営業 等を して ・ て資金 告書を 出

することにより贈与 となります。

　な 、 期 に贈与者 した場合には、その に ける 出額 ら ・

て資金支出額（注）（ に して支 う金銭については、3 を とします。 この に

いて です。）を 除した 額（ この に いて「 額」といいます。）を、贈与者

ら相 等により取得したこととされます。

　また、受贈者 に することなどにより、 ・ て資金 座に係る した場合

には、 出額 ら ・ て資金支出額を 除（ 額 ある場合には、 額も

除します。）した 額 あるときは、その 額はその に贈与 あったこととされます。

しくは、 している

与を受けた場合の贈与 まし」を ください。

(注）

ください。

な 、 ・ の については、内 を

（ ） 書 書

（注） ・ とは、金 機関等の営業 等に いて、 ・ て資金の支 の事 を証する書

（ 書等）により ・ て資金の支 の事 され、 つ、記 された金額の合計額をいいます。

等 の の

（

）

20

付（ ）

（ ） 20

付

この特例の適用を受けた農地等（ 「特例農地等」といいます。）は、贈与者の の 、受贈

者 贈与者 ら相 又は 贈により取得したものとみなされて相 の の対 とされ、その

に農地等 額は 除されます。

また、受贈者 贈与者よりも に した場合には、受贈者の の に農地等 額は

除されます。

贈与者又は受贈者の の に、この特例農地等について 定の事 生 た場合には、その

農地等 額の 又は の られ、その 額と利 を 付しなけれ

ばなりません

　農業の 者 贈与を受けた 定の農地等の価額に対 する贈与 額は、 定の の に、

その農地等の贈与者の の まで されます（ される贈与 額を「農地等

額」といいます。）。

　な 、この特例の適用を受けるた には、贈与 の 告書に 定の書 を添付して、 の

の の するとともに、農地等 額及び利 の額に

合う する あります。また、 保は しも特例農地等でなくても差し支えあり

ません 、その場合の 保については、 の を参 してください。

 この の適用 など、 しくは、 に 載

されている 記の資料を いただく 、 に ください。

の 要

等 の の
　贈与 の 告のし た

　・ 告書の作 例等（農地等についての 及び 除の特例（ 年 ）を適用する場合）
　・特例のあらまし等（農地等についての 及び 除の特例）
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等 の の の 等

この特例等には、 特別 の の ら の の までの 定による
（「 」といいます。）と 特別 の ら の の までの 定による

（「 」といいます。）の つの あり、その は、 の のと りです。
な 、特例 については、 年 ら 年 までの 年 の とされ

ています。

の

特例

事 の計画 定等
年 内の特例 計画の 出

年 ら 年 まで

適用期
年 内の贈与・相 等

年 ら 年 まで
なし

対 株 （注 ）

合 贈与 、相 等

の株 ら の 者 の株 ら の 者

用 保 （注 ） 年

の 用

事業の

な事 生

た場合の 除

譲 対価の額等に き 計 した 額

を 付し、 の 額との差額を 除

なし

（ 額を 付）

相

の適用

上の贈与者 ら 上の者への贈与

（ 特別 の の 等）

上の贈与者 ら 上の 定相 ・ への贈与

（相 の ・ 特別 の の ）

（注） 権に のない株式等に ります。

用 保 を たさな った場合には、 小 業に ける 営の の に関する （

「 」といいます。） に き、 を たさな った 等を記載した 告書を

事に 出し、その を受ける あります。

な 、この 告書及び 書の しは、 期 に 定の 期 とに 出する 出書の添付書

とされて り、これらの書 の 出 な った場合には、 の に係る期 定することになりま

すので、 注 ください。

  

株式（注 ） 株式 の の まで（注 ）

R

R
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等 の の の 等

この特例等には、 特別 の の ら の の までの 定による
（「 」といいます。）と 特別 の ら の の までの 定による

（「 」といいます。）の つの あり、その は、 の のと りです。
な 、特例 については、 年 ら 年 までの 年 の とされ

ています。

の

特例

事 の計画 定等
年 内の特例 計画の 出

年 ら 年 まで

適用期
年 内の贈与・相 等

年 ら 年 まで
なし

対 株 （注 ）

合 贈与 、相 等

の株 ら の 者 の株 ら の 者

用 保 （注 ） 年

の 用

事業の

な事 生

た場合の 除

譲 対価の額等に き 計 した 額

を 付し、 の 額との差額を 除

なし

（ 額を 付）

相

の適用

上の贈与者 ら 上の者への贈与

（ 特別 の の 等）

上の贈与者 ら 上の 定相 ・ への贈与

（相 の ・ 特別 の の ）

（注） 権に のない株式等に ります。

用 保 を たさな った場合には、 小 業に ける 営の の に関する （

「 」といいます。） に き、 を たさな った 等を記載した 告書を

事に 出し、その を受ける あります。

な 、この 告書及び 書の しは、 期 に 定の 期 とに 出する 出書の添付書

とされて り、これらの書 の 出 な った場合には、 の に係る期 定することになりま

すので、 注 ください。

  

株式（注 ） 株式 の の まで（注 ）

R

R

小 業に ける 営の の に関する （ 「 」といいます。）の

定（注 ）を 事 ら受ける 上場 社の 者である受贈者（ 「特例 営 受贈

者」といいます。） 、贈与者 ら 上場 社の株式又は出資（ 「 上場株式等」といいま

す。）を贈与により取得（ 3 年 ら 年12 31 までの の のこの

の適用に係る贈与による取得（注 ）及び その取得の ら特例 営贈与 期 （注 ）の ま

での に贈与 の 告期 する贈与による取得に ります。）をし、その 社を 営して

いく場合には、特例 営 受贈者 付す き贈与 のう 、 定の 額の され、

贈与者 した場合等（注 ）には、その 又は 除されます。

　ただし、 除されるまでに、特例 の適用を受けた 上場株式等を の

、 の た の の 、 の 利

し 。

　な 、この の適用を受けるた には、 の の 類 し

するとともに される 額及び利 の額に 合う （この の適用を受ける 上場株

式等でなくても差し支えありません。） する あります。

　この の適用 など、 しくは、 に 載

されている 記の資料を ください。

等 の の の の の   

等の の

（注） 　 事の「 の 定」を受けるた には、原 として、贈与を受けた年の 年 1

までにその を 事に対して う あります。また、 の 定を受けるに当たっ

ては、 3 年 ら 年 31 までに 1 号に 定する特例 計画

を 事に 出し、 1 号に 当することについての の

事の を受ける あります。

　　　　 の 定、特例 計画の 出・ のた の具 的な や手 については、 社の たる

事 する の 当 に ください。 当 については、 「 上場株式

等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし」などで くだ

さい。

　特例 営 受贈者 、その 社の 上場株式等について、 に 上場株式等についての相

の 及び 除の特例 の適用を受けている場合には、その適用に係る相 又は 贈（ 「相

等」といいます。）による取得となります。この相 の特例については「相 の 告のし た」を

参 してください（ です。）。

　「特例 営贈与 期 」とは、この の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の

出期 の ら に る のい れ い 又はこの の適用を受ける特例 営 受贈者 し

くは特例 営 受贈者に係る贈与者の の の のい れ い までの期 をいいます。

　特例 営 受贈者の のこの の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の 出

期 の 年を する

　特例 営 受贈者の の「 上場株式等についての相 の 及び 除の特例」の適用

に係る相 に係る相 の 告書の 出期 の 年を する

　贈与者 した場合、この の適用を受けた 上場株式等は、その贈与者 ら相 等により取得

したものとみなされて相 の の対 となります。な 、その 、 定の を たす場合には、そ

の相 についても の の特例 （ 特別 の の ）の適用 受けられます。

しくは、「相 の 告のし た」を ください。

の 要

 　あらまし
　 ・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし

・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）に係る 等に関する の

　 ・ 事業 の適用を受けられている方に 出書の 出について
・年 告書・ 出書の「 告 」について 告期 されている場合は 告 も されま
す

　 ・ 上場株式等についての相 ・贈与 の （ 保の 供に関する ）
 　

・（ 年 用）「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」（特例 ）の適用 及び
出書

 　贈与 の 告のし た
　 ・ 告書の作 例等（ 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例を適用し 年 を する場合）
　 ・特例のあらまし等（ 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例等）
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　 の 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例 の適用を受ける特例 営 受
贈者（贈与を受けた年の に いて2 上の に ります。）については、その贈与を受け
た に いて贈与者（ に いて 上の に ります。）の「 （ や など）である
定相 」又は「 」 の であっても、相 の適用を受けること できます。

　な 、相 の適用を受ける場合の手 については を参 してください。

等 の の の の 用 の

用 の

　 の 定（注 ）を 事 ら受ける 上場 社の 者である受贈者（
「 営 受贈者」といいます。） 、贈与者 ら当 上場 社の 上場株式等を贈与によ
り取得（ 営贈与 期 （注 ）の までに贈与 の 告書の 出期 する贈与に
ります。）をし、その 社を 営していく場合には、 営 受贈者 付す き贈与 のう

、 定の 額の され、贈与者 した場合等には、その 又は 除さ
れます。
　ただし、 除されるまでに、 の適用を受けた 上場株式等を の

、 の た の の 、 の 利
し 。

　この の適用 など、 しくは、 に 載さ
れている 記の資料を ください。

等 の の の

等の の

（注） 　 事の「 の 定」を受けるた には、原 として、贈与を受けた年の 年 1 までに

その を う あります。この 定を受けるた の具 的な や手 については、 社の たる事

する の 当 に ください。 当 については、 「 上場株式等につ

いての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし」などで ください。

　「 営贈与 期 」とは、この の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の 出期 の

ら に る のい れ い 又はこの の適用を受ける 営 受贈者 しくは 営 受贈

者に係る贈与者の の の のい れ い までの期 をいいます。

　 営 受贈者の のこの の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の 出期 の

年を する

　 営 受贈者の の「 上場株式等についての相 の 及び 除」の適用に係る相 に係

る相 の 告書の 出期 の 年を する

の 要

　 　あらまし
　 ・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし

・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）に係る 等に関する
の

　 ・ 事業 の適用を受けられている方に 出書の 出について
・年 告書・ 出書の「 告 」について 告期 されている場合は 告 も され
ます

　 ・ 上場株式等についての相 ・贈与 の （ 保の 供に関する ）
　 　

・（ 年 用）「 上場株式等についての贈与 の 及び 除」（ ）の適用 及び 出書

　 　贈与 の 告のし た
　 ・特例のあらまし等（ 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例等）
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　 の 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例 の適用を受ける特例 営 受
贈者（贈与を受けた年の に いて2 上の に ります。）については、その贈与を受け
た に いて贈与者（ に いて 上の に ります。）の「 （ や など）である
定相 」又は「 」 の であっても、相 の適用を受けること できます。

　な 、相 の適用を受ける場合の手 については を参 してください。

等 の の の の 用 の

用 の

　 の 定（注 ）を 事 ら受ける 上場 社の 者である受贈者（
「 営 受贈者」といいます。） 、贈与者 ら当 上場 社の 上場株式等を贈与によ
り取得（ 営贈与 期 （注 ）の までに贈与 の 告書の 出期 する贈与に
ります。）をし、その 社を 営していく場合には、 営 受贈者 付す き贈与 のう

、 定の 額の され、贈与者 した場合等には、その 又は 除さ
れます。
　ただし、 除されるまでに、 の適用を受けた 上場株式等を の

、 の た の の 、 の 利
し 。

　この の適用 など、 しくは、 に 載さ
れている 記の資料を ください。

等 の の の

等の の

（注） 　 事の「 の 定」を受けるた には、原 として、贈与を受けた年の 年 1 までに

その を う あります。この 定を受けるた の具 的な や手 については、 社の たる事

する の 当 に ください。 当 については、 「 上場株式等につ

いての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし」などで ください。

　「 営贈与 期 」とは、この の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の 出期 の

ら に る のい れ い 又はこの の適用を受ける 営 受贈者 しくは 営 受贈

者に係る贈与者の の の のい れ い までの期 をいいます。

　 営 受贈者の のこの の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の 出期 の

年を する

　 営 受贈者の の「 上場株式等についての相 の 及び 除」の適用に係る相 に係

る相 の 告書の 出期 の 年を する

の 要

　 　あらまし
　 ・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし

・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）に係る 等に関する
の

　 ・ 事業 の適用を受けられている方に 出書の 出について
・年 告書・ 出書の「 告 」について 告期 されている場合は 告 も され
ます

　 ・ 上場株式等についての相 ・贈与 の （ 保の 供に関する ）
　 　

・（ 年 用）「 上場株式等についての贈与 の 及び 除」（ ）の適用 及び 出書

　 　贈与 の 告のし た
　 ・特例のあらまし等（ 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例等）
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の
の

の
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の
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要 の

の 用 産 の の 等

の 用 産 の の

　この特例の は、 の のと りです。な 、この特例については、 31年 ら 1
年12 31 までの1 年 の特例とされています。

　 の 定（注 ）を 事 ら受ける 者である受贈者（ 「特例事業受贈者」
といいます。） 、 告（ 特別 2 の の 定の適用に係るものに り
ます。）に係る事業（ 動産貸付業等を除きます。）を っていた贈与者 らその事業に係る
定の資産（特定事業用資産）の てを贈与により取得（ 31年 ら 1 年12 31
までの の取得で のこの特例の適用に係る贈与による取得及び その期 内の取得で
の取得の （注 ） ら 年を する までの の贈与による取得に ります。）をし、その

事業を営んでいく場合には、特例事業受贈者 付す き贈与 のう 、 定の 額の
され、特例事業受贈者 した場合等（注 ）には、その 又は 除されます。

　ただし、 除されるまでに、この特例の適用を受けた事業用資産を特例事業受贈者の事業の
用に供さなくなった場合など 定の場合には、その された 額の 又は について
の られ、その 額と利 を 付しなければなりません。

　な 、この特例の適用を受けるた には、 の の 類 し
するとともに される 額及び利 の額に 合う する あります。

　この の適用 など、 しくは、 に 載
されている 記の資料を ください。

の 用 産の の

（注） 　 事の「 の 定」を受けるた には、原 として、贈与を受けた年の 年の 1
までにその を う あります。また、 の 定を受けるに当たっては、 31年

ら 年 31 までに 1 号に 定する 事業 計画を 事
に 出し、 1 号に 当することについての の 事の
を受ける あります。

　　　　　 の 定に係る 書の 出に関する は特例事業受贈者の たる事 する
です。また、 事業 計画の 出に関する については贈与者の たる事 する

になります。 当 については、 「 の事業用資産についての贈与 ・相 の
・ 除（ 事業 ）のあらまし」などで ください。

　特例事業受贈者 、その事業に係る特定事業用資産について、 に の事業用資産についての
相 の 及び 除 の適用を受けている場合には、「 の取得の 」は、その適用に係る相
又は 贈による取得の となります。
　贈与者 した場合、この特例の適用を受けた特定事業用資産は、その贈与者 ら相 又は 贈により
取得したものとみなされて相 の の対 となります。な 、その 、 定の を たす場合には、
その相 についても の 受けられます。 しくは、「相 の 告のし た」を ください。

の 要

 　 の事業用資産についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし
 （ 年 用）「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除」の適用 及び 出書
 　贈与 の 告のし た

・特例のあらまし等（ の事業用資産についての贈与 の 及び 除等）
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　 その他や を得ない によって、 告書の 出期 までに 告・ 付 できないとき
は、受贈者の住 地の に することにより、その やんだ ら 内
に り、 告・ 付の期 されます。

110 た

の の 用財産

贈与 の 告 に、贈与を受けた財 によ を受けた場合で、 の のい れ に

当するときは、贈与 額の計 に けるその財産の価額は、 を受けた の価額を 除した価額と

すること できます。

1 贈与 の 価 の計 の とな 財産の価額の の る 0

2
産 ）、 産

） （ 」といいます。）

の の 等 等の
（注）の する年（その特 生 ら贈与 の 告書の 出

、その 年。 。）の らその特

生 の ま に贈与を受けた財産でその特 生 に いて していたものの

、 の る特 又は特 ある場合には、贈与 額の計 に けるそれらの価

は、

額

その特 生 に係る特 の の価額とすること できます。

とは の た
し た い と の

）

、

に （ 価 ます。） 上 る

の の

特 生 の する年の ら まで 贈与を受け、上記 適用を受

けること できる の贈与 の 告書の 特 （特 に係る

により れた 告に と特 生 の ら を する とのい

れ い をいいます。）の ある場合には、その贈与 の 告書の 出 は、その特

となります。

取 、 又は
す

はありません 、 の（ ）の期 の適用を受
けること できます。

の の 要等

、 の の 、 の の の 要等 、 し
、 載 記の

・ の 分 利 の ・ の
・ の 分 の た の の
・ の 分の た の の の
・ の 用 の の の

注

な 、この特例（ 特別 の ）の適用を受ける場合は、その「取得した財産の明細」

欄の「 場 等」に「 の 適用」と付記してください。

の 用 産 の の の 用 の
用 の

　 の「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除」の適用を受ける特例事業受贈

者（贈与を受けた年の に いて2 上の に ります。）については、その贈与を受け

た に いて贈与者（ に いて 上の に ります。）の「 （ や など）であ

る 定相 」又は「 」 の であっても、相 の適用を受けること できます。

　な 、相 の適用を受ける場合の手 については を参 してください。

の の 細
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